
１割の場合 2割の場合 3割の場合 10割の場合

 特別養護老人ホーム　ひまわり苑　　　料　　金　　表　 20240801

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（ユニット型個室）　

基本利用料 1単位あたり10.14円

要介護区分 単位数(1日につき)
自己負担額の目安（30日で算出した場合）

ユニット型地域密着
型介護老人福祉施
設入所者生活介護
（ユニット型個室）

要介護2 753単位 22,906円 45,813円 68,719円 229,063円

基本額 要介護１ 682単位 20,746円 41,493円 62,239円

要介護3 828単位 25,188円 50,376円 75,563円 251,878円

207,464円

要介護5 971単位 29,538円 59,076円 88,613円 295,378円

要介護4 901単位 27,408円 54,817円 82,225円 274,084円

介護職員等処遇改善加算Ⅱ 所定の単位数に13.6％を乗じた単位数
看護体制加算Ⅰ・Ⅱ Ⅰ…12単位/日　　　　Ⅱ…23単位/日 〇

【計算例】要介護3・自己負担2割の場合（月額）828単位×10.14円×30日×2(割)＝50,376

各加算・・・介護保険給付の取り扱いに応じた料金がかかります。精細につきましては職員にお尋ね下さい。

初期加算 30単位(入所後30日に限る)　　※30日を超える入院後に再入所した場合も同様

栄養マネジメント強化加算 11単位/日 〇

サービス提供体制強化加算Ⅲ 6単位/日 〇

外泊時在宅サービス利用費用 560単位/日 ※1ヶ月に6日を限度として算定 ▼

療養食加算 6単位/回 ※1日につき3回を限度として算定 ▼

外泊時費用（入院時） 246単位/日 ※1ヶ月に6日を限度として算定 ▼

▼
医療機関に対して入居者様の心身状況生活歴等の情報を提供した際退去時に算定

配置医師緊急時対応加算 325単位/回（配置医師の通常の勤務時間外（早朝・夜間及び深夜を除く））
▽

650単位/回(6：00～8：00)　　/　　1300単位/回（22：00～翌6：00）

780単位/死亡日前々日、前日
1280単位/死亡日 / 1580単位/死亡日

退所時情報提供加算 250単位/回　　※入所者等１人につき１回限り算定

看取り介護加算Ⅰ/Ⅱ（いづれか1つ）

72単位/死亡日45日前～31日前 / 72単位/死亡日45日前～31日前

▼
144単位/死亡日30日前～4日前 / 144単位/死亡日30日前～4日前
680単位/死亡日前々日、前日 /

※介護保険の月額算定において多少の誤差が生じますのでご了承下さい。

介護保険外

第 1 段階 第 2 段階 第 3 段階 第 4 段階

安全対策体制加算 20単位/回 ※入所時に1回を限度として算定 ▽

夜勤職員配置加算Ⅱ 46単位/日 ▽

所得に応じた居住費/日 880円 880円 1,370円 2,500円

所得に応じた費用合計/月（30日） 35,400円 38,100円 60,600円 81,900円 124,500円
　※　ご利用者様負担は2021年8月から見直しとなっております。

所得に応じた食費/日 300円 390円 650円 1,360円 1,650円

預かり金管理サービス費/月 3,000円 通帳・現金（3万円以下）をお預かりし出納（定期的に家族又は本人チェック要）

外出等の付添サービス/30分 500円 本人・御家族希望の個別外出、30分単位

電気製品使用料/品/月 500円

買物等代行サービス/回/30分以内 300円 施設外での買物/支払い等を代行します

電気製品の持込については要相談、テレビ等使用する時の延長コード等も持ち込みとなります。

電話使用料/1回 100円 1回5分まで、個別希望で直接相手と話したい時など

複写物交付/5枚　又　カラー/1枚 100円 1回5枚までの場合、種別に応じて実費負担+手数料

上記について説明を受け、確認・同意しました。

本人との続柄（　　　　　　　　）

施設設備の破損や汚れ（経年劣化除く）については実費負担、日常生活において個々に必要な費用（嗜好品・娯楽等含）については実費負担となります。

出張理美容サービス 実費 直接業者払い

令和　　　　　　年　　　　　月　　　　　日

氏　名 ㊞

〇・・・要件・職員体制により現在加算有

▼・・・対象者のみ加算有り

▽・・・要件・職員体制により現在加算無



計算例 要介護３で（1・2・3）割負担の入居者様の費用負担の場合
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